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（はじめに） 

 

この報告書は、近畿地方整備局の所掌事務について、｢地方整備局監査規則｣（平成１

３年国土交通省訓令第７９号。以下「規則」という。） 第２条に規定する事務の合理

的運営、官紀の保持及び不正行為の防止に資することを目的として、規則第６条の規定

に基づき令和 4 年度に行った一般監査の結果を取りまとめたものである。  

令和 4 年度一般監査の結果としては、規則第１３条に規定する「事態が重大でかつ

急を要すると認める事項」及び規則第１６条第２項に規定する「局長が指示を必要と認

める事項」は認められなかった。 

また、規則第１２条に規定する「軽易な事項」については各事務所で散見され、それ

らについては、監査中にその都度監査官から必要な指導、助言を行うともに、特に改善

すべき点については講評においても指摘している。 

また、各事務所において工夫した取組も多くあり、これらについても推奨事例や優れ

た取組として講評において評価している。 

この報告書は、今年度の一般監査の対象事務所だけでなく、近畿地方整備局の全事務

所において、今後より一層の事務の適正かつ合理的運営を図るための参考として、また、

改めて事務所内での気づき・検証とするなど有効に活用していただきたい。 
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Ⅰ 一般監査の目的及び方針 
  監査は、事務の合理的運用、官紀の保持、職員の推賞及び不正行為の防止に関し、所

管行政の改善向上に資することを目的としているところであり、令和４年度においては、

「令和４年度監察基本計画」及び「令和４年度定期監察実施計画」に定める整備局共通

の重要課題並びに近畿地方整備局が独自に定めた課題について一般監査を実施した。 
 
 

Ⅱ 一般監査の実施内容 

 １ 重点監査項目 

  （１）「新しい日常」への対応等も踏まえた働き方改革の一層の推進 
    ～ワークライフバランス推進のための取組～ 
  （２）職員が誇りを持ち、協力し、適正に職務を遂行する力強い職場づくり 
    １）入札契約事務におけるコンプライアンスの徹底並びに職務に関する倫理の保

持のための取組 
    ２）職員同士が相互の理解を深め、協力して職務を遂行できる、コミュニケーシ

ョンのとれた、風通しの良い職場環境づくりに関する取組 
  （３）行政文書管理に関する取組 
    １）行政文書の管理状況 
    ２）電子決裁の進捗状況 
  （４）危機管理に関する取組 
    １）業務継続計画の修正、見直し状況及び災害発生時の準備状況 
    ２）建設機械・建設設備関係 
    ３）電気通信施設関係 
 

 ２ 重点監査項目以外の監査項目 

  （１）用地事務 
  （２）建設機械・建設設備及び新技術の活用関係 
  （３）電気通信（情報セキュリティ）関係 
  （４）発注者支援業務関係 
  （５）個人情報の保護等 
  （６）その他（金券、タクシー、ＩＣカード、公用車利用 外） 
 

 ３ 監査実施方法 

    監査実施事務所（以下、「事務所」という。）に対し、事前に監査項目を提示し、

一部の項目については、事前に回答、資料の提出を求めた。 
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    監査の方法としては、書面確認、担当者へのヒアリング、現地の取り組み状況の

確認、幹部（事務所長、副所長等）ヒアリング及び若手職員からのヒアリングを実

施した。 
 

 ４ 監査実施結果の整理方法 

   監査結果については、次の通り整理した。 
 
  （１）指摘事項（局長による指示） 
     以下のいずれかに該当し、規則第１６条第２項の規定により局長が「指示」を

必要と認めた事項 
      ① 行為が法令等に抵触し改善の措置が必要な事項 
      ② 過去の監査において改善の措置を求めたにもかかわらず、改善されてい

ない事項 
 
  （２）改善を要する事項（監査官等による指示） 
     必要な業務は行われており、法令違反とまで言えないが手続等に不備があるな

ど改善の措置が必要な事項（規則第１２条） 
 
  （３）提示意見（監査官等による指示） 
     以下のいずれかに該当し、規則第１２条の規定に基づき監査官等が行う「必要

な指示」に準じて、監査の結果必要と認める事項についての意見の提示 
      ① 監査の結果、全事務所に対し、本局担当部署からの指導、助言等を要す

る事項 
      ② 事務手続等の改善は必要であるが、根拠となる既存の規則や通知等の改

正等の検討が必要と考えられる事項（本局担当部局等への要請） 
      ③ 現時点では、大きな業務上の支障となっていないが、今後業務に支障が

生じるなどの恐れがあるための注意喚起 
 
  （４）推奨事例 
     業務改善の取組などにおいて、他の事務所の参考となる事例 
 
     【参考 地方整備局監査規則（平成１３年国土交通省訓令第７９号）抜粋】 

第１２条 監査官等は、監査実施中、軽易な事項については、関係のある部の長、事務所の長 
又は職員に対し、必要な指示を与えることができる。 

 
第１５条 監査官等は、監査の結果について、遅滞なく復命書を作成し、一般監査（略）にあ 
っては局長に、（略）提出しなければならない。 

２ 監査官等は、必要があると認めるときは、前項の復命書に意見を付すことができる。 
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第１６条 （略） 
２ 局長は、前条第１項の復命書の提出を受けたときは、その内容を検討し、必要と認める事 
項については、関係のある部の長又は事務所の長に対して、指示をしなければならない。 

 
第１７条 （略） 
２ 前条第２項の規定により指示を受けた部の長又は事務所の長は、これに基づいて必要な措 
置を講じ、その結果を遅滞なく報告しなければならない。 

 

 ５ 監査実施事務所 
  【１８事務所】 

監査実施 事務所 期     間 
京都営繕事務所 令和 ４年 ７月２６日 
近畿技術事務所 令和 ４年 ８月３０日 
浪速国道事務所 令和 ４年 ９月 ５日～令和 ４年 ９月 ６日 
大阪国道事務所 令和 ４年 ９月１４日～令和 ４年 ９月１５日 
国営飛鳥歴史公園事務所 令和 ４年１０月 ４日 
国営明石海峡公園事務所 令和 ４年１０月１３日 
淀川河川事務所 令和 ４年１０月２０日～令和 ４年１０月２１日 
猪名川河川事務所 令和 ４年１０月２４日 
福井河川国道事務所 令和 ４年１０月２７日～令和 ４年１０月２８日 
九頭竜川ダム統合管理事務所 令和 ４年１１月 １日～令和 ４年１１月 ２日 
姫路河川国道事務所 令和 ４年１１月 ７日～令和 ４年１１月 ８日 
木津川上流河川事務所 令和 ４年１１月１０日 
豊岡河川国道事務所 令和 ４年１１月１４日～令和 ４年１１月１５日 
和歌山港湾事務所 令和 ４年１２月 １日 
紀南河川国道事務所 令和 ４年１２月 １日～令和 ４年１２月 ２日 
和歌山河川国道事務所 令和 ４年１２月 ８日～令和 ４年１２月 ９日 
神戸港湾事務所 令和 ４年１２月１６日 
神戸港湾空港技術調査事務所 令和 ４年１２月１６日 
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Ⅲ 重点監査項目 
１ 「「新しい日常」への対応等も踏まえた働き方改革の一層の推進」に関

する取組 
～ワークライフバランス推進のための取組～ 

 
「国家公務員の女性の活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成２

６年１０月１７日）が決定され、国土交通省は、省を挙げて取組を強力かつ継続的に

推進するため、「女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のための国土交通

省取組計画」（平成２７年１月２９日。以下「国土交通省取組計画」という。）を策定

し、令和７年度末までに達成すべき目標値を定め、取組を進めているところである。 
限られた人員と予算の中で質の高い行政サービスを提供するためには、働き方改革

による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現することが不可欠であ

り、そのためには、業務を適正かつ効率的に推進し、育児・介護等と両立して活躍で

きる職場において、人材育成や技術力の向上に資する取組を推進することが重要であ

る。 
以上の点を踏まえ、働き方改革に向けた職場環境整備に関する取組状況を監査した。 

 
（１）業務プロセスの改善に向けた取組 

各事務所ともに「国土交通省取組計画」を推進する観点から、事務の省力化及び職

員の事務負担軽減に資する取り組みが進められている。特に、新型コロナウイルス

の感染拡大を受け、令和２年度から各職場へのＩＣＴ機器の配備が推進されており、

これらの機器を的確かつ適正に活用し、業務効率化等の働き方改革を着実に推進さ

れていた。 
 

《幹部ヒアリングにおける取組事例の紹介》 
・ＷＥＢ会議は、所内（課内）会議、本局・事務所間の会議等で利用が進んでいる。 
また、研修や講習会のリモート開催、地方公共団体及び請負業者など外部組織と 
の会議や打合せなどにも活用が広がってきている。ＷＥＢ会議の効果としては移 
動時間の削減が大きく、今後のワークライフバランスの取組に資する重要なツー 
ルである。 

   ・Ｔｅａｍｓを利用することで気軽に意思疎通を図っている。 
・議事録など容易に電子決裁化できる書類の検討・仕分けをし、書類の電子化を推 
進している。 

・ＤＸの活用により移動時間を短縮している。  
・ディスプレイの２画面化を積極的に展開し、業務効率をあげている。 
・定型業務の見直し、簡素化をしている。 
・業務実施の年間計画やスケジュールを策定、情報の共有化を図っている。 
・事前に業務実施の方向性を示すことで手戻りがないよう配慮している。 
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・幹部への説明資料の簡素化、合同説明の実施による意思決定の迅速化に努めて 
いる。 

・業務のメリハリのために朝礼・終礼を実施している。 
 

アクションプログラム２０２２において、中部縦貫の遠隔臨場の積極的な活用と

して遠隔岩判定を導入している。この取組により、片道１時間３０分～２時間の移

動時間を削減している。 

【推奨事例 ①】（福井河川国道事務所） 

 
業務の効率化・合理化について、職員個人が日頃から無駄だと思っていること、

業務の中に意味がないものはないかを事務所独自で職員に募り、業務を減らすこと

は、より良い業務遂行のために大事なことであるという観点にたって、どんな小さ

なことでも良いので、取り組めることを職員に提案してもらい、業務プロセスの改

善に取り組んだ。 

【推奨事例 ②】（大阪国道事務所） 

 
（２）勤務時間マネジメントの改革に関する取組 

ア）超過勤務時間数の推移 
事務所における、令和４年度の１人１ヶ月当たりの超過勤務時間の平均（１２月

まで）は１７．６時間であり、前々年度比では３．３％の減少、前年度比では５．

９％の減少となっている。 
 

〇１カ月あたりの事務所平均超過勤務時間（１２月まで） 
                                  （時間） 

 
Ｒ２年度 

（4~12 月） 
Ｒ３年度 

（4~12 月） 
Ｒ４年度 

（4~12 月） 
前々年度比 前年度比 

監査実施 
18 事務所 

１８．２ １８．７ １７．６ △３．３％ △５．９％ 

 
業務プロセスの改善に向けた取組が、超過勤務減少の要因のひとつとして考え

られる。 
 

イ）年次休暇取得日数の推移 
事務所における、令和４年の１人当たりの年次休暇取得日数の平均は１４．５日

であり、前々年比で７．４％の増加、前年比で２．８％の増加となっている。 
国土交通省取組計画の目標である１５日の目標を達成できている事務所は、８

事務所である。 
  

〇事務所平均年次休暇取得日数 
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                                  （日数） 

 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 前々年度比 前年度比 

監査実施 
18 事務所 

１３．５ １４．１ １４．５ ７．４％ ２．８％ 

 
年次休暇取得日数の増加の要因としては、所内会議等で休暇取得を促し、幹部職

員が率先して休暇を取得し、サイボウズガルーンに休暇予定を入力して見える化

を図ることで、職員が休暇を取得しやすい環境を整えていたことが考えられる。 
 

ウ）勤務時間マネジメントに関する取組 
超過勤務縮減については、多くの事務所が、超過勤務の日常的な実施状況の把握

に努め、超過勤務が多い職員がいる場合には、幹部と所属長が調整し、改善措置を

講ずるなどの取組が行われていた。 
年次休暇の取得については、多くの事務所が、休暇予定表を作成するなど見える

化を図るとともに、幹部や各所属長が職員の休暇取得状況の把握に努め、取得の少

ない職員に対する休暇取得の促し等の取組が行われていた。 
また、複数の事務所では、幹部自らが率先してサイボウガルーンに休暇予定を表

示し、職員が休暇を取得しやすい環境作りに取り組んでいた。 
一方、新規採用者が多い事務所は、４月採用者は年次休暇が１５日しか付与され

ないため、１５日の休暇取得は難しいとの意見もあった。 
 

《若手職員を対象としたヒアリングでの意見》 
多くの職員は、災害対応や繁忙期を除けば、年次休暇の取得や定時退庁を行うこ

とは可能であると答えている。一方、業務が集中している事務所においては、業務量

が忙しい部署においては、超過勤務をせざるを得ない環境であると答えている。 
 
（３）働く時間と場所の柔軟化 

ア）フレックスタイム 
各事務所におけるフレックスタイムを取得した人数は次のとおりで、年々着実

に増えてきている。 
フレックスタイムは、通勤混雑緩和、長距離通勤者（※出勤時間を遅らせる。）、

単身赴任者（※月・金の勤務時間を短くする。）、子育てなど幅広く利用されている。 
 

〇フレックスタイム取得人数（各年Ⅰ期～Ⅹ期の平均人数） 
                                  （人数） 

 Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 前々年度比 前年度比 

監査実施 
18 事務所 

１２１．８ １３８．４ １５６．２ ２８．２％ １２．９％ 
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イ）テレワーク 

テレワークについては、これまで環境整備を含めて取組が進んでこなかったが、

新型コロナウイルス感染症対策により令和２年度より取組が一気に進んだ。令和

４年度においては、各事務所ではテレワークの実施頻度は週１回程度や各所属に

任せているのが実態であった。又、新型コロナウイルスの濃厚接触者によるテレワ

ーク利用も確認された。テレワークの一番の効果は通勤時間の削減であり、今後の

ワークライフバランスを進めるだけでなく、危機管理の面からも重要なツールの

１つであると考えられる。 
 

《幹部ヒアリングの結果》 
・テレワークは、通勤時間の削減、単身赴任者、育児・介護が必要な職員やポジ  

ティブオフには利用しやすい制度である。 
・課題としては、コミュニケーション不足、勤怠管理が難しい、出勤者とテレワ 

ーク利用者では、負担に差が出る。 
 

《若手職員を対象としたヒアリングでの意見》 
・若手職員からは、テレワークはしたくないとの意見が多かった。理由としては、 

気軽に上司に聞けない、資料が紙文書なので確認できない、経理・契約事務は紙

決裁である、地元・現場対応が必要、などが多数を占めており、他に、印刷が出

来ない、ＰＣ環境（速度、画面サイズ）、公私の区別がつかないなどであった。  
 
   
（４）仕事と生活の両立支援 

ア）育児・介護等と両立して活躍できるための取組 
各事務所ともに「国土交通省取組計画」及び新たに導入された「男の産休・育休

等」取得計画書に基づいて適切に対応されている。職員の出産・育児・介護の事情

について、身上書を含め日常的に把握に努められている。フレックスやテレワーク

を活用し、仕事と育児・介護が両立できるよう配慮している。 
 

イ）男性職員の育児への参画推進のための取組 
管理職員（事務所においては事務所長またはメンテナンスセンター長。以下同

じ。）は、男性職員の配偶者に出産予定があることを把握したときは、取得プラン

の作成をその男性職員に依頼し、出産予定の２ヶ月前までに提出された取得プラ

ンを確認し、必要に応じて「男性育休（休暇・休業）に伴う業務遂行計画書」を作

成することになっている。 
また、出産日から２ヶ月経過後（育休等の取得予定が出産から２ヶ月以上に及ぶ

場合は取得完了後）には、管理職員は、男性職員に取得計画書に産休・育休等の取

得月、時期、種類等の実績を記入、更新を依頼し、確認の上、総務担当者を経由し、

総務部人事課に提出することになっている。 
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令和４年１２月時点の近畿地方整備局における総務部人事課への取得計画書の 

提出状況は１４人であり、１４人全てが３０日以上の産休・育休等を取得し、同取

得計画書の趣旨に沿った取り組みが行われていた。 
 

《幹部ヒアリングにおける意見・取組事例の紹介》 
・フレックスやテレワークを活用し、仕事と育児・介護が両立できるよう配慮して 
いる。 

・男性育休については、所属長に対して、職員の配偶者の出産予定を把握したと 
きは、速やかに総務課長に連絡するよう指示をし、個々に対応している。 

 
《若手職員を対象としたヒアリングでの意見》 
・制度があるのは認識しているが、詳しくは知らない。 
・男性の育休については、上司が取得しており、又、公報で確認できるので、そ 
ういう流れだと感じる。 

・将来、自分が育児・介護に直面した時に、職場に迷惑をかけないか心配である。 
・介護が必要になったときに、異動が心配。 
・民間と比べて国の制度は充実している。民間では休暇の取得は厳しい。（経験者） 

 
（５）人材育成や技術力向上の取組 

各事務所において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の出勤回避措置が緩和

されたことから、積極的に現場視察を企画していた。事務官・技官関係なく、直轄、

他事務所、他機関（ネクスコ）の現場を視察することにより、幅広い知識の習得と若

手の横の繋がりをもたせていた。 
 

《幹部ヒアリングにおける意見・取組事例の紹介》 
・橋梁模型コンテストに若手が参加。作る課程で若手同士のコミュニケーションを 
図ってもらう。またアドバイスなどを通じても上司と若手とのコミュニケーショ 
ンを図っている。 

・若手職員で広報チームを組織し、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｔｗｉｔｔｅｒなどの取組を 
行わせている。 

・自分たちの仕事の目標、課題、役割を共有し、仕事のやりがいを持ってもらい、 
やらされている思いを減らす 
ようにしている。 

・若手と幹部とのコミュニケーションが大事。一人で悩まない環境をつくりあげる。 
・新規採用職員ということがわかるように座席表に初心者マークをつけた。 
・土木の日イベント、現場見学会等を若手に企画段階から考えてもらい、説明をする 
機会を与えている。 

・レクレーションによる時間外交流をしている。 
・課題としては、教える立場の技術の係長が少ない。 
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《若手職員を対象としたヒアリングの結果》 
・令和２年から新型コロナ感染対策のためＷＥＢ研修が多かったため、集合研修で 
同期や同じ業務に従事する職員とつながりを持つことができ、職場に戻ってから 
も色々な相談や意見交換をできるのがよかった。 

・１０月に受講した「新規採用職員２次研修」の「社会人としての心構え」の講義 
（電話応対・身だしなみ・名刺交換）が非常に参考になった。採用されてから間 
違った言葉遣いをしていたので、もっと早い時期に実施してほしい。 

・実務に役立つ研修（入札契約手続の流れ、予算関係・土木の専門用語の解説、動 
画による各システムの操作）を希望する。 

・近畿技術事務所の「用地初級」、「橋梁メンテナンス」、「ＩＣＴ活用」、「ＢＩＭ／ 
ＣＩＭ」、「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ」等の各研修は参考になった。 

・契約事務の勉強会が参考になった。 
・現場のある研修を希望する。 
・専門職種（電気、機械、営繕など）の研修の充実を希望する。 
・経験者だけを集めた研修で、同じ立場の人と交流を持てたのはよかった。民間に 
比べて、研修は手厚い。（経験者） 

 
日々の業務遂行に忙殺されるため、身につき難い若手の技術力向上について、知

識、経験を深掘りし、事務所全体でフォローするため事務所長、副所長クラスによ

る月１回の事務所内勉強会、各分野の民間企業協力による勉強会、大規模事業事務

所へ現場視察など年度初めに計画を示して取り組んでいる。若手職員にとっても貴

重な経験と知識の習得につながるものであり、年度初めに計画を示すことによって

参加しやすい環境を整えている。 

【推奨事例 ③】（大阪国道事務所） 

 
令和３年度より、若手職員を対象に仕事における基礎的な知識を身につけること

を目的に係員が主体となって「木津川上流河川事務所若手勉強会」を企画・運営し

ている。若手職員の職務に対する自発的な貢献意識を醸成させることにつながり、

技術力の向上、知識の蓄積を行える取組である。 

【推奨事例 ④】（木津川上流河川事務所） 

 
福井県内３事務所の若手職員を対象に「福井ブロック若手育成プログラム」を令

和３年度より実施しており、３事務所の様々なインフラ整備、管理の現場等を若手

職員が体験する機会を設けている。より多くの多様な現場を見ることで、技術力の

向上、知識の蓄積を行えることができる。 

【推奨事例 ⑤】（福井河川国道事務所、九頭竜川ダム統合管理事務所） 
 

土木の日に開催予定の「あたらしいどぼくのせかい」のイベントについて、土木

を一般の方々にも身近に感じて貰えるように、若手職員が中心となり企画運営を行

っている。若手職員の職務に対する自発的な貢献意識を醸成させることにつながり、
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技術力の向上、知識の蓄積を行える取組である。 

【推奨事例 ⑥】（豊岡河川国道事務所） 

 
地元中学生に有田海南道路の現場で橋梁の床版に絵を書いてもらい、トンネルの

工事現場でトンネルの施工技術を説明することで事業の理解を深めていただき、将

来の次世代の育成につながる取組を実施している。 

これらの現場説明を若手職員が積極的に説明することにより、職務に対する自発

的な貢献意識を醸成させることになり、また、マスコミに取り上げてもらうことで、

若手職員のやりがいにもつながる取組である。 

【推奨事例 ⑦】（和歌山河川国道事務所） 

   
インフラＤＸ技術で未来体験、地震車で災害体験など、様々な体験ができる『ふ

れあい土木展２０２１』を開催し、幼児５１８名を含む１８００名を超える来場者

があった。土木の魅力を感じてもらい、最新の建設技術を紹介することで、土木に

対する理解を深め、社会資本の整備・管理に携わる人材の確保に効果的な取組であ

る。 

【推奨事例 ⑧】（近畿技術事務所） 

 
「現場視察の機会を通じた所内発表会」を実施しており、発表内容について事務

所幹部から所見を返すことでモチベーション向上に繋げるなど、現場から得られる

知識や経験を生かした人材育成に関して効果的な取組を実施している。 

【推奨事例 ⑨】（神戸港湾空港技術調査事務所） 

 
整備局の若手職員を中心に、建設業界との「若手技術者意見交換会」や「道路分

野との事務所間交流による現場見学会」を実施しており、官民双方の視点から意見

交換や将来の人材を育成する観点で、建設業界全体の技術力向上に資する取組を実

施している。 

【推奨事例 ⑩】（和歌山港湾事務所） 

 
２ 「職員が誇りを持ち、協力し、適正に職務を遂行する力強い職場づく

り」に関する取組 
  

職員が、公務員としての服務規律を守り、自らの職責の重要性を認識し、士気高く

誇りをもって職務に当たるよう、また、職務の遂行に必要な能力を備えることが必要

である。また、国民から寄せられる期待や信頼に応え、使命を果たすためには、コン

プライアンスの徹底及び職務に関する倫理の保持が極めて重要である。 
入札契約事務に係るコンプライアンスの徹底に関する取組については、不祥事が発

生する度、組織全体で累次、強化するなどして再発防止に向けて推進しているところ

であるが、ひとたび不祥事が発生すると、国土交通省に対する国民の信頼は再び大き
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く損なわれる結果となる。このような状況下で国民の信頼を回復するために、組織全

体において、入札契約事務に係るコンプライアンスの徹底状況について、継続的に検

証することが必要不可欠である。  
さらに、組織の士気を高め、コンプライアンスの徹底等を図る観点からも、職員同

士が相互の理解を深め、協力して職務を遂行できる、コミュニケーションの良く取れ

た、風通しの良い職場環境づくりが重要である。 
以上を踏まえ、職員一人一人が誇りを持ち、協力し、適正に職務を遂行する力強い

職場づくりに関する取組について、監査を実施した。 
 

１）入札契約事務におけるコンプライアンスの徹底並びに職務に関する倫理の保持のた

めの取組 
 

① コンプライアンス意識の徹底に関する取組 
令和４年度第１回コンプライアンスミーティングでは、令和３年度に発生した北

海道開発局発注事務に関する不正事案を参考に事例を作成し、発注者綱紀保持規程

がテーマとして取り組まれており、各事務所で全職員（休職者除く。）が受講されて

いた。 
また、コンプライアンス違反等の事案に係る情報をまとめた「コンプライアンス

情報」や、令和４年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画の「Ⅲ４所内会議等

によるコンプライアンスに関する啓発」に基づき毎月、テーマを決めたコンプライ

アンスに係る課題について、所内会議等で職員へ周知を実施していた。 
 

《幹部ヒアリングにおける意見・取組事例の紹介》 
・継続的な取り組みを心掛けている。 
・自分が疑われるようなことはしない。 
・風通しの良い職場環境づくりが重要。 
・最初が大事。一度やってしまうと、やってしまったことを受け入れてしまう。 
・不当な働きかけなどで相談できないのはつらいこと。コンプラに限らず日常業務 
の話しや悩みについて、メールや直接話しかけてもらっても大丈夫であると言っ 
ている。 

・現場技術員は利害関係者であることをコンプラミーティング等で周知している。  
・不祥事等は絶対に起きないことはないので、起きた時の対応を自分事として分か 
ってもらうことも大事と考えている。 

 
《若手職員を対象としたヒアリングの結果》 
・自治体に比べて、コンプライアンス研修は充実している。（出向者） 

 
事務所独自で「ハラスメント防止」、「服務・倫理」、「不当要求等行為対応」、「行

政文書管理」、「心の健康」など毎月のコンプライアンステーマを定め、事務副所長

が講師として所内講習会を実施している。事務所独自で実施することにより、職員
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に直接伝えることができ、コンプライアンス意識の向上に資するものである。 

【推奨事例 ⑪】（大阪国道事務所） 

 
毎月の職員全員が出席する全体会議で、事前に決めた担当者が本局から送付され

たコンプラ情報の事例を紹介し、意見交換をしている。若手職員が自ら説明するこ

とによって、コンプライアンス意識やプレゼンテーションの向上につながると思わ

れる。 

【推奨事例 ⑫】（国営飛鳥歴史公園事務所） 

 
② 事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組 

事業者・ＯＢとの接触・対応に関する取組では、各事務所とも事業者等との応接

は、受付カウンターや執務室内の打合せコーナー等オープンな場所で対応していた。 
また、積算業務、技術審査・評価業務等を担当する課室では、適切に執務室の出入

口付近に自由な出入りを制限する掲示をしていた。 
 

③ 機密情報管理の徹底に関する取組 
限られた人材による事業推進のためには受注者、発注者双方の負担軽減が必要で

あるとの観点から、見通しを持った発注計画や国債予算を活用した平準化の徹底な

どが必要である。又、入札契約事務における業務上求められる事務手続について、過

去の経緯を知らない職員が多くなっていることから、根拠となる事務連絡等の提示、

過去の不正事案及び再発防止について掲載されている内部ＨＰの紹介、事務所にお

ける入札契約手続の全体の流れが理解できる工事・業務フローを確認しながら監査

を進めた。 
 

ア）積算・審査・評価の分離体制の確保の徹底 
機密情報管理の徹底に関する取り組みについて、入札契約適正化の観点からそ

の適切な管理を徹底するとともに情報が漏洩しにくい体制の確保等が図られて

いるかについて監査を実施した。 
近畿地方整備局では「工事の入札契約手続等の見直しについて」（平成２９年

３月３１日付け事務連絡）により、「工事の発注事務に関する情報を適切に管理

するため、入札契約手続等に関する各種委員会において、入札公告手続の審査以

外の競争参加資格確認時、技術評価時及び施工体制確認時には、発注担当課長は

参加しない」こととしている。 
総務事務センター・品質確保課のブロック化が機能し、概ね各事務所とも適切

に実施していたが、１事務所において実態として委員会への参加はしていないが、

「入札・契約手続運営委員会設置要領」において入札公告手続審査以外でも発注

担当課長が委員会構成員として記載されていた。 
 

事務所で定めている「入札・契約手続運営委員会設置要領」において、本来、

資格審査、技術評価時等には参加しないこととしている発注担当課長が構成員
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として記載されていることについて早急に改正すること。 

【改善を要する事項】 

 
イ）「情報管理責任者・業務上取り扱う者指定簿」の適切な更新等の徹底 

発注者綱紀保持規程マニュアルに定める「情報管理責任者・業務上取り扱う者

指定簿」は、全ての事務所において、適切に更新が行われていた。 
 

ウ）発注事務に関する書類等の管理の徹底 
情報管理総括責任者は、発注事務に関する情報の適切な取扱いを確保するため

の方法として発注者綱紀保持規程マニュアル（改訂版（第１０版）令和４年７月

一部改訂）で定める方法に従い、発注する工事又は業務の種類に応じて情報管理

責任者及び当該情報を業務上取り扱う者を「情報管理責任者・業務上取り扱う者

指定簿」にて指定するものとしている。 
「情報管理責任者・業務上取り扱う者指定簿」を確認したところ、各事務所と

も「指定簿」は適切に作成されていたが、５事務所において発注事務に関するデ

ータ受渡し用フォルダについて、アクセスユーザー制限やパスワード設定がなさ

れておらず「業務上取り扱う者」に指定されていない者のアクセスが可能な状態

となっていた。 
原因として、事務所内での業務分担の変更に伴うアクセス制限設定の更新が徹

底されていないことが考えられる。 
 

発注事務に関するデータ受渡し用フォルダについて、入札関連情報の取扱い

が可能とされた者のみが取扱いできるように常に点検すること。 

【改善を要する事項】 

 
エ）事務所、出張所等へ送付される工事の履行確認のために必要な情報の管理の

徹底 
各事務所とも情報を取り扱う者以外の者へ情報が漏洩しないようにするた 

め、工事の履行確認のために必要な書類の送付に際しては、手渡しやパスワード

付きのファイルでのメール送信等の方法により送付していた。 令和３年度本省

定期監察において、「技術提案書が確実に処分されたかを確認できる仕組みまで

は確保されていなかった。」の指摘については、令和４年１０月２６日付事務連

絡「総合評価落札方式工事における提案内容の確認等および履行確認関係資料の

取扱いについて」が技術開発調整官より発出されたところである。     
 

履行確認資料の確認及び取扱いについては、「総合評価落札方式工事におけ 

る提案内容の確認等および履行確認関係資料の取扱いについて（令和４年１０

月２６日付事務連絡）」により適切に実施されたい。 

【提示意見】 
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④ 応札・落札状況の分析に関する取組 
ア）応札・落札状況の分析方法の工夫 

各事務所とも応札・落札状況の分析に際しては、必要に応じ、個々の工事の応札・

落札状況だけでなく、「時系列的な推移や傾向等に着目した応札・落札状況」、「工

種毎の応札・落札状況」、「管内の地域毎の応札・落札状況」等にも着目して分析方

法を工夫していた。 
 

⑤ 適正な入札契約に関する取組 
入札契約手続のミスによる契約解除や発注取り止めの事例が依然として見受け 

られ、事業の執行や参加業者への悪影響が懸念されることから、これらのミス防止

に向けた取組状況について監査を実施した。 
 
ア）入札契約手続ミスの防止に向けた取組 

契約ミス事例集の幹部説明や所内周知、公告に向けた事前審査会による所内確

認など各事務所とも手続ミス防止に向けた取組を行っていた。 
若手職員のシステム操作を含む積算業務の習熟やチェック体制の充実を図る

べきであるとの意見があった。 
 

イ）工事の品質の確保及び適正な施工の実施に向けた取組 
変更契約が３割を超える工事の契約変更手続きについて、事前に事務所発注担

当課が本局担当課長に承認を得た上で適切に実施していた。 
 

ウ）事故防止の取組状況 
各事務所とも安全協議会（事務所・出張所等）を活用し、受発注者間において

事故防止の取組が実施されていた。 
 

エ）図面作成業務の事務処理実施状況 
図面作成業務については、｢和歌山河川国道事務所における不適正な事務処 

理の発生を踏まえた再発防止策について｣（平成２１年８月５日付け国近整適業

第５号、国近整技管第４９号。）に基づき、予算管理及び検査手続の厳格化を図

ることとしている。 
検査手続の厳格化・検査職員任命の適正化の徹底において、図面作成業務に 

係る支払いに伴う検査及び業務完了の検査における検査職員は、原則、技術担当

の副所長を任命するものとされている。なお、技術担当副所長が設置されていな

い事務所については、当該業務に携わっていない課長級以上の職員から、当該業

務の検査を厳正かつ適正に行うことができると認められる者を検査職員に任命

するものとするとされている。 
事務処理実施状況を確認したところ、３事務所において、技術担当副所長以 

外の者が検査職員に任命され、成果品の検収時における検収補助職員と既済部分

出来高検査及び完成検査時の検査補助職員が同一職員であるなど、検収・検査職
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員の任命が適切に実施されていなかった。 
 

図面作成業務に係る支払いに伴う検査及び業務完了の検査における検査職 

員は、技術担当の副所長とすること。また、検収補助職員と検査補助職員は同一

職員としないこと。 

【改善を要する事項】 

 
オ）少額工事・業務、物品、役務契約関係 

今回、少額契約において、監督職員・検査職員が行うべき業務内容と法令上の

責任について周知徹底状況を確認したところ１事務所で検査職員に対する検査

命令書が確認出来なかった。 
 

少額契約における監督職員、検査職員は書面により任命すること。 

【改善を要する事項】 

 
カ）車両管理業務の総合評価における提案 

車両管理業務の総合評価における提案内容の確認については、「令和４年度 

車両管理業務総合評価における提案内容の確認について（令和４年３月２４日付

事務連絡）」において、担当職員は受注者の提案内容について車両管理責任者と

の初回（４月）の打合せ時に履行状況等を確認することとされている。今回、提

案内容の履行確認状況を確認したところ、４事務所において「車両管理業務打合

せ簿」に受注者からの提案内容について実施した旨の記載や提案内容の具体的な

履行内容の記載がなかった。 
 

担当職員は受注者の提案内容について、車両管理責任者との初回（４月）の 

打合せ時に「車両管理業務打合せ簿」により履行状況を確認すること。 

【改善を要する事項】 

 
キ）主任監督員に対する現場監査 

所内における入札契約事務の監査に加え、現場における対応について、主任監

督員（出張所長・建設監督官）に対して現場監査を行った。 
現場監査は、工事における「監督業務の状況」、「契約協議等の状況」、「履行確

認資料の取扱い状況」、「事故防止の取組状況」、「受発注者間のコミュニケーショ

ン状況」、「来訪者との応対状況）」についてヒアリングを行い、概ね適切に対応

していることを確認した。 
 

≪主任監督員からの意見≫ 
・現場に合っていないなど発注内容の精度が悪い。 
・災害時において、出張所長に代わって維持工事等の指揮を執ることが出来る係 
長が欠員であるなど、災害対応を担う出張所の体制が充実していない。 
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ク）その他 

監査全般において、入札契約関係に関する事務連絡が多すぎるとの意見が多か

った。過去に発出された基本となる事務連絡等の適用が継続しているにも関わら

ず、「補正予算の執行に合わせたその年度限りの事務連絡」や「過去に発出され

た事務連絡の取扱い（廃止等）が不明確なまま、新たに発出された事務連絡」な

どがあげられた。 
 
 
  ２）職員同士が相互の理解を深め、協力して職務を遂行できる、コミュニケーション

のとれた、風通しの良い職場環境づくりに関する取組 
① 風通しの良い職場づくりのための取組 

所長室、副所長室の扉をいつもオープンにし、職員が入りやすい雰囲気を心掛

け、自らも執務室に出向き、職員に話しかける等コミュニケーションを取ってい

た。また、令和３年５月に開催された臨時事務所長会議における「建設工事受注

動態統計調査の不適切処理問題等」の内容ついても、全ての事務所において職員

周知が徹底されていた。 
 

《幹部ヒアリングにおける意見・取組事例の紹介》 
・現場に一緒に行く中で分け隔てなく話しやすい雰囲気を心掛けている。 
・現地視察の帰りに、出張所に立ち寄り、出張所職員と談話をしている。 
・風通しのよい職場環境に努めることで，職員間の情報分断を防ぐことができるた 
め、内閣人事局作成の「国家公務員のためのマネジメントテキスト」を用い、管 
理職員の意識向上に努めた。 

・我々の仕事の向こう側に国民がいることを職員が意識して仕事をしていくことが 
重要。 

 
職員の顔写真入りの広報誌を作成し、所内で共有していた。新型コロナウイル

ス感染対策における出勤回避により、職員同士が顔を合わせる機会が減ったため、

会話のきっかけ、人柄を知るため事務所長の提案で令和３年度より年２回発行し

ている。 

【推奨事例 ⑬】（浪速国道事務所） 

 
１１月を清掃強化月間とし、事務所全体で不要品の廃棄、身の回りの整理整頓

に集中的に取り組むことで、打合せスペースやコミュニケーションの活性化エリ

アを確保し、執務環境の整備・改善に取り組んだ。 

また、座席表に若葉マークを付けて新規採用職員を明確にする等事務所全体で

フォローする取組をしている。職員同士が相互の理解を深め、協力して職務を遂

行できる、コミュニケーションの良く取れた風通しのよい職場づくりに資する取

組である。 
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【推奨事例 ⑭】（姫路河川国道事務所） 

 

事務所内に「全職員の自己紹介をメールで送信」しており、特に新規採用者や４

月の人事異動者と職員同士が相互の理解を深め、風通しの良い職場環境づくりに

資する取組を実施している。 

【推奨事例 ⑮】（神戸港湾事務所） 

 

② その他職場環境の整備に関する取組（ハラスメント、メンタルヘルス） 
各事務所において、所内会議等で人事院のパンフレットを利用して人事院規則、

相談員制度について周知している。一方、メンタルヘルス対策としての職場環境

整備、初期対応及び支援体制については、各事務所とも事務担当副所長や総務課

長が中心となって取組が行われていた。 
 

《幹部ヒアリング等における意見・取組事例の紹介》 
・ハラスメント、メンタルヘルスについては、常日後からの職員間のコミュニケ 
ーションが大切だと思っている。 

・職員には常に何かあれば相談に来るよう伝えている。 
・風通しがよければ、見ている人から情報が上がってくるので早めに対処できる。 
初期対応が大事である。 

・昔は身上書だけであったが、今は人事評価で職員と面談する機会が増え、確認 
している。所長から声掛けすることで、気軽に話してもらえる。気になる職員 
には声掛けをし、最悪の事態を避けるようにしている。 

・パワーハラスメントについて、指導との線引きが難しい。 
 

《若手職員を対象としたヒアリングの結果》 
・セクハラを見聞きした職員はいなかった。 
・パワハラについても見聞きしたことがないとの発言が多数であったが、前の職 
場や隣の所属で、声の大きさや口調がきついことで職場の雰囲気が悪いとの発 
言があった。 

    ・ハラスメントを受けた場合に誰に相談するかについては、同僚、身近な先輩、 
上司といった発言があったが、ハラスメント相談員について認識している職員 
はほとんどいなかった。 

 
ハラスメント相談員について、多くの若手職員が知らなかったため、周知につ

いて必要な措置を講じられたい。 

【提示意見】 

 

３ 行政文書管理に関する取組 
行政文書の管理においては「職員一人ひとりが、公文書は国家公務員の所有物で
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はなく健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、行政文書の作成・

保存は決して付随的業務ではなく、国家公務員の本質的な業務そのものであること

を肝に銘じて職務を遂行し、公務員文化として根付かせていく」（平成３０年７月２

０日 行政文書の管理のあり方等に関する閣僚会議）ことが重要であり、行政文書管

理の適正を確保するためには、行政文書の作成・保存から廃棄までの各段階におけ

るルールの遵守を徹底することが求められる。 
以上の点を踏まえ、行政文書管理に関する取組について、令和３年度行政文書管

理に関する本省監査の結果における改善事項等も参考に監査を実施した。 
 

① 行政文書の管理状況 
ア）行政文書の管理体制 

文書管理担当者の指名・報告については、各文書管理者において適切に実施され

ていた。また、一部の文書管理者は、組織の構造等を考慮し、複数名の文書管理担

当者を指名していた。 
近畿地方整備局においては、令和２年度より、それまで総務課長を指名していた

副主任文書管理者に副所長（事務）（副所長（事務）の置かれていない事務所にお

いては総務課長）を指名し、体制の強化を図っているところ。各事務所の副主任文

書管理者が、その役割を認識し、所内会議等の場を通じて文書管理者の指導等に取

り組んでいることが確認された。 
 

イ）文書の作成状況 
跡付け・検証に必要な文書や打合せ等の記録は、全ての事務所で作成されていた。 
打合せ等の記録について、複数の職員による確認が行われていたが、外部の者と 

の打合せ等の記録については、内容により打合せ等の相手方の確認を得ることが

難しいことから、相手方の確認を得ていない文書が存在していることが確認され

た。 
 

国土交通省行政文書管理規則において、外部の者との打合せ等の記録の作成に

当たっては、可能な限り、当該打合せ等の相手方の発言部分等について、相手方に

よる確認等により、正確性の確保を期するものされており、相手方の発言部分等

について記録を確定し難い場合は、その旨を判別できるように記載するものとさ

れている。本局各部等及び各事務所の副主任文書管理者は、相手方の確認を得て

いない打合せ等の記録については、その旨を当該打合せ等の記録に明記するよう

所属職員に周知し、改善に取り組まれたい。 

【提示意見】 

 
ウ）行政文書の整理、保存、管理状況（電子・紙文書） 
文書の整理状況 

作成又は取得した行政文書を分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保

存期間の満了する日を設定すること、相互に密接な関連を有する行政文書を一の
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行政文書ファイルにまとめることについては、全ての事務所で実施されていた。 
 

電子文書の適切な管理・保存 
行政文書は、法令等の定めにより紙媒体での保存が義務付けられている場合、

電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、電子媒体により

体系的に管理することが基本とされている。各事務所においては、当該規則を職

員に周知し、電子的管理の推進に取り組んでいるものの、未だ紙媒体を正本とし

て保存されている行政文書が大半を占めていた。 
 

毛馬出張所においては、行政文書の電子化を積極的に取り組んでおり、 

紙媒体で取得した行政文書を電子媒体に変換することにより、電子的管理を

進めている。この取組は、行政文書の紛失防止や、紙文書の管理・廃棄にか

かるコストの削減が図れるものである。 

【推奨事例 ⑯】（淀川河川事務所） 

 
行政文書の電子媒体による体系的な管理は、所在把握、履歴管理や探索を容易

にするとともに、文書管理業務の効率化に寄与するものである。本局各部等及び

各事務所の副主任文書管理者は、所属職員への周知・指導を継続して実施し、行

政文書の電子的管理の推進に努められたい。 

【提示意見】 

 
また、電子文書は、電子決裁システム（ＥＡＳＹ）もしくは所定の共有ドラ  

イブ（Ｊドライブ）に保存することとされているが、何れの事務所においても、

Ｊドライブへの保存が進んでおらず、共有ドライブが適切に利用されているとは

言い難い状況が確認された。 
 

共有フォルダが体系的に整理されていないと、行政文書の所在把握や管理状

況のチェックに支障をきたし、意図せざる行政文書の消失や書換え等を招くお

それがある。本局各部等及び各事務所の副主任文書管理者は、共有フォルダの保

存ルールを所属職員に改めて周知し、共有ドライブ（Ｊドライブ）の適切な利用

を促されたい。 

【提示意見】 

 
電子文書のファイル名や文書のヘッダー部分には、作成日や用途等を明示する

こととされているが、当該ルールが徹底されていない状況が確認された。 
 

電子文書のファイル名や文書のヘッダー部分における表示は、文書の位置付

けを明確にし、適正な文書管理に資するものである。本局各部等及び各事務所の

副主任文書管理者は、当該ルールを所属職員に改めて周知し、実施の徹底に努め

られたい。 
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【提示意見】 

 
紙文書の保存状況 

近年作成・取得された文書については、保管場所の整理や、行政文書ファイル 

の背表紙・ファイリング用具への必要事項の明示が、概ね適切に実施されていた。 
しかし、一部の所属においては、文書整理業務を発注し書庫の整理等を進めてい

るものの、なお過去の文書等が未整理のまま保管されている状況が確認された。 
 

未整理の文書が残存している所属は、引き続き計画的に文書整理業務を発注

し、未整理文書の早期の整理に努められたい。 

【提示意見】 

 
エ）行政文書ファイルの管理簿への記載状況 

行政文書ファイル管理簿への必要事項の記載は、概ね適切に実施されていた。 
 

オ）移管または廃棄の実施 
レコードスケジュールの設定や、レコードスケジュールに基づく保存期間満了

後の処理（移管・廃棄）については、概ね適切に実施されていた。 
 

カ）紛失、誤廃棄対策 
情報管理システムを活用している事務所では、書庫からの文書の持ち出しルー

ルが職員に周知されていた。 
またそれ以外にも、書庫を施錠し鍵を適切に管理することや、書庫に注意事項

を掲示することで、紛失等の防止が図られていた。 
 

キ）点検、研修の実施 
文書整理月間におけるｅラーニングの受講のほか、所内会議等を通じた周知、

電子メールによる啓発、文書管理に関する説明会が実施されていた。 
 

ク）文書管理者の異動や組織改編に伴う引継ぎ 
文書管理者の異動に伴う行政文書の引継ぎは、概ね適切に実施されていた。 
しかし、一部の所属において、所掌事務の変更等に伴う行政文書の移管が未了 

となっていることが確認された。 
 

所掌事務の変更等に伴う行政文書の移管が未了となっている所属において 

は、速やかに移管手続を実施されたい。 

【提示意見】 

 
ケ）公印の押印・保管・施行関係 

公印の管理については、適切に実施されていた。 
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② 電子決裁の進捗状況 

膨大な紙の添付書類等があるものや、業務システムが文書管理システムに接続せ

ず、独自の決裁機能も持たない業務を除き、ほぼ全ての決裁が電子決裁で行われて

いた。 
 

 ４ 危機管理に関する取組 
風水害等自然災害発生時において、円滑かつ的確に災害対応を実施するための災 

害対策運営計画や業務継続計画の更新状況、非常時の対応訓練の実施状況及び必要

な物資の備蓄状況等の監査を実施した。 
 
① 業務継続計画の修正、見直し状況及び災害発生時の準備状況 
ア）業務継続計画 

地震編については策定、見直しが実施されているが、風水害編については一部の

事務所で策定されていなかった。 

 

業務継続計画（風水害編）が未策定の事務所については、速やかに策定するよう

取り組まれたい。 

【提示意見】 

 
イ）災害対策本部運営計画 

災害対策本部運営計画が策定され、職員への周知は、多くの事務所で説明会（ｗ

ｅｂ）を実施の上、ポケット版の配布も実施していた。 
 

ウ）装備品、物資の備蓄 
各事務所とも、装備品・物資については概ね必要な種類・量が備蓄されており、

保管状況も良好であった。 
 
② 建設機械・建設設備関係 
ア）災害発生時の緊急連絡体制 

各事務所において災害発生時や機械設備不具合時における緊急連絡体制がとれ 

ており概ね不備がなかった。 
 

イ）災害対策機械操作業務、機械設備点検業者等との緊急連絡体制の確保 
災害対策機械の操作訓練に職員に加え、関係自治体、建設業協会が参加していた。

訓練に参加することにより関係自治体や建設業協会が災害対策用機械の運用や機

能を把握することから、災害発生時に災害対策用機械による災害対応を円滑にす

すめることが可能となる。 
機械設備の危機管理の取組として、機械設備毎に危機に応じた危機管理行動計
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画を作成しており、様々な危機においての具体的な手順、連絡先、実施内容が示さ

れており、適切に運用していることを確認した。 
 
③ 電気通信施設関係 
ア）無線局舎、通信鉄塔の耐震化の実施 

無線局舎、通信鉄塔の耐震化の確認を実施している。確認結果において耐震対策

が必要な局舎、鉄塔については、今後補強計画を立て予算要求を実施されたい。 
 

イ）ＫＵ－ＳＡＴ・衛星通信車の操作訓練 
年２回、若手職員を中心に、電気通信担当以外の職員を含めた災害対策機器の設

営・操作訓練を実施するなど、各事務所において、災害対策機器の設営・操作訓練

の取組が行われていた。 
 

Ⅳ 重点監査項目以外の監査項目 

１ 用地事務関係 
「用地補償不正事案の再発防止策について」（平成１４年１月３０日付国近整総第２

５１号､国近整一用第１５７号）及び「再発防止策実施に伴う留意事項について（平成

１４年１月３０日付国近整総第２５２号、国近整一用第１５８号）並びに｢近畿地方整

備局用地事務取扱細則運用指針｣（平成１４年３月２２日付国近整一用第２００号。以

下「運用指針」という。）の規定に照らした監査を実施した。 
   「用地補償不正事案の再発防止策について」及び「再発防止策実施に伴う留意事項

について」の規定に基づき、事務所長等の現地踏査、補償金算定決裁後の金額提示、

検査時の現地確認等について、各事務所とも適切に実施されていた。 
 

① 「運用指針」に関する確認について 
運用指針の取組状況のうち、第１１条（不動産鑑定業者に意見を求める場合の取

扱い）、第２７条（土地評価に必要となる事項の調査について）及び第３３条（土地

調書及び物件調書の作成手続）の取扱いについて、重点的に確認した。 
 

ア）不動産鑑定業者に意見を求める場合の取扱い 
土地評価事務処理細則（昭和６２年１月８日付け建設省経整発第３号）第４条第

２項の規定により、比準表に定められた格差率が当該地域の実態に適合しないと

認められるときは、不動産鑑定業者の意見等により格差率の補正を行うこととな

っているが、比準表の格差率が当該地域の実態に適合しないことの説明が十分に

なされていない事案が散見された。 
 

イ）土地評価に必要となる事項の調査 
土壌汚染に関する土地利用履歴調査は、第２７条の規定に基づいて適切に実施
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されているものの、調査結果を示す根拠資料が土地調書及び物件調書に添付され

ていない事案が散見された。 
 

ウ）土地調書及び物件調書の作成手続 
土地調書及び物件調書への署名・押印後に補償金の算定を行うことを原則とし

ているところ、やむを得ず調書への署名・押印が得られない場合には、事務所長に

説明のうえ、調査内容に基づき算定を行うものとし、事務所長の決裁を受けた後、

補償金額を提示することと定めている。 
実態として、同規定に基づいて、調書への署名・押印を得る前に補償金の算定 

決裁を受けている事案が複数件確認されたが、やむを得ないと認められる事情に

該当するのかが不明瞭な事案が散見された。 
 

上記について、各事案の内容を精査したところ、取扱いが不適切と認められる

ものはなかったが、取扱いが適正なものであることを明確に証するために、決裁

資料に理由や事情を明記することや根拠資料を添付することを徹底する必要があ

る。 

【提示意見】 

 
② 「運用指針」に関する提案について 

運用指針第７条において、用地担当課長は土地等の取得等の進捗状況等を日常的

に把握し、適正な進行管理に努めるものと定められている。今回の監査で管理方法

の実態を確認したところ、事務所又は用地課単位で進捗管理表を作成して共有して

いるケース、事業促進ＰＰＰ業務で作成している工程管理表を活用しているケース、

特定の資料は用いずに管理しているケースなど様々であった。 
用地部では、用地担当課長だけでなく、係長や係員も活用でき、工程管理のスキル

アップにも繋がる「用地事務進捗管理表」のサンプルを作成し、電子例規集「用地の

窓」に掲載することを検討しており、監査職員から用地部で作成を検討している「用

地事務進捗管理表（案）」を提示し、事務所職員から意見を求めた。 
 

上記について、各事務所が使用している進捗管理表や各事務所の意見を参考に、

「用地事務進捗管理表」のサンプルを取り纏めて事務所に共有するなど、業務の

円滑化を図られたい。 

【提示意見】 

 
③ 事務所職員との意見交換等について 
ア）損失補償台帳の作成 

事務所職員と意見交換を行ったところ、特に第３５条～第３９条（損失補償台帳

の作成について他）の取扱いについて、改善を求める意見があった。 
第３５条～第３９条において、損失補償台帳の作成方法や添付資料などの取扱

いが示されているが、紙保存することを前提とした内容となっている。 
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現在は、補償管理システムを活用して台帳の作成を行っているところであるが、

システムで作成できない資料の添付も求める内容となっているため、システムで

完結できる内容への改善要望を複数の事務所から受けた。 
 

事務所から受けた要望については、用地部内で精査し、「運用指針」の改正を含

めた改善を検討されたい。 

【提示意見】 

 
イ）電子例規集の活用促進 

運用指針及び関連する事務連絡などの用地事務に関する例規は、電子例規集 

「用地の窓」に取り纏めている。 
「用地の窓」には、例規に加えて、特に若手職員や用地経験が少ない職員に向け

た参考資料も掲載している。 
今年度の一般監査においては、監査職員がＰＣ画面を用いて、「用地の窓」の使

用方法について解説する時間を設け、各シートの説明、参考資料の紹介、キーワー

ド検索方法などの説明を行った。 
事務所からは、使用する様式資料やチェックシートの保存先を纏めて欲しい、研

修資料だけでなく研修を録画した記録を掲載して欲しい、などの要望があった。 
 

事務所から受けた要望については、用地部内で精査し、電子例規集「用地の窓」

の改善を検討されたい。 

【提示意見】 

 

２ 建設機械・建設設備及び新技術の活用 
   河川及び道路事業に必要な、維持管理用機械、除雪用機械及び、災害対策用機械の

管理状況及び取組状況や、河川及び道路管理施設における揚排水ポンプ設備、堰・水

門設備、トンネル換気設備、道路排水設備等の維持管理状況について監査を実施した。 
   また、公共工事等における新技術の活用については、建設事業への活用を推進する

ため、事務所における活用状況について監査を実施した。 
 

① 建設機械関係 
維持用機械・災害対策用機械について治水・道路事業が適切に実施できるように、

必要な機械についてはオーバーホールを行うなど不具合に応じた修繕を行い、適切

な管理をしていた。また、契約上の書類、支払い状況も適切であった。 
緊急自動車の運用にあたっては、使用者が「緊急自動車の使用要領」を作成し運用

することとなっている。各事務所にて使用要領を作成し、概ね適切に運用されてい

ることを確認した。 
 

② 建設機械設備関係 
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機械設備の運用に影響がある不具合については、規模が小さい事象は早急に修繕、

規模が大きい事象は修繕計画を立案し、予算要求するなどの適切に維持管理してい

ることを確認した。 
機械設備毎に機械設備維持管理計画を作成し、設備の長寿命化を考えた維持管理

を実施していることを確認した。 
 

河川ポンプ新設事業は事例が少なく大規模であり担当機械職員は同様事業の経験

がないため、事業進捗にかかる対応について適切な判断が難しい部分がある。排水

機場新設事業のある事務所において、当該事務所の担当者、別事務所の併任者、本

局により毎週ＷＥＢ会議による、進捗状況共有、課題共有、対応策の相談等を実施

し、事業の円滑な進捗に役立てている。 

【推奨事例 ⑰】（紀南河川国道事務所） 

 

ダム管理事務所において若手職員の技術力向上を目的とし、特殊な構造のダムゲ

ートシリンダの分解組立の工場見学を実施した。通常の維持管理時では見ることが

出来ない内部を直接目視・確認することにより、ダムゲート構造をより深く理解す

るとともに貴重な経験をすることで、技術力の向上、知識の蓄積ができ、今後の業

務に役立てている。 

また臨場での見学会とともにＷｅｂでも配信しておりＷｅｂでも参加者から質 

問を受け付けて回答するなど工夫されている。 

【推奨事例 ⑱】（九頭竜川ダム統合管理事務所） 

 
③ 新技術の活用関係 

令和４年４月より、ＮＥＴＩＳへの登録申請手続がオンライン化となった。それ

にともない、直轄工事でＮＥＴＩＳ登録技術を活用した際に提出する活用計画書や

活用効果調査表を、以前は施工者から監督職員に提出していたが直接ＮＥＴＩＳへ

オンライン登録することとなった。各事務所での活用計画書や活用効果調査表の提

出についてはオンライン化にかかる混乱もなく、適切な時期に適切な内容で提出さ

れていることを確認した。 
 

３ 電気通信（情報セキュリティ）関係 
情報及び情報システムをあらゆる脅威から守るために必要な情報セキュリティ確

保の取組状況ついて監査を実施した。 
また、災害時の迅速な対応、社会資本の有効活用等に資するため整備している、河

川、道路、ダム等の直轄事業における電気通信施設について、適正かつ能率的な事務

の運営及び施設の運用管理の取組状況ついて監査を実施した。 
 

① 情報セキュリティポリシー関係 
各事務所において、組織・体制の整備としての事務所情報セキュリティ対策委員 
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会の設置等、物理的セキュリティ対策としてのＰＣの盗難対策、サーバー等の機器

室の管理、人的セキュリティ対策としての情報の取扱い、技術的セキュリティ対策

としてのアンチウィルスソフトの導入状況及び情報システムに係る文書・台帳整備

について、良好な取組であることを確認した。 
 

② 電気通信関係（工事・業務発注関係） 
各事務所において、工事発注時の工期設定、各種条件設定、積算資料・機器見積り

等の整理や契約締結後の指示・協議の実施、工事変更等について、適切に実施されて

いた。 
 

③ 電気通信施設の運用管理関係（物品管理含む。） 
各事務所において、電気通信施設の運用管理、無線室、機械室、鉄塔の管理状況 

について、適切に管理されていることを確認した。 
各事務所では、物品等の管理、台帳整理、受変電・発電機の点検状況、災害対応・

訓練について、適切に実施されていた。 
各事務所ともに、電気通信施設維持管理計画書、施設台帳（ＥＴＡ）及び点検ＤＢ

の年次更新が適切に実施されていた。 
 

４ 発注者支援業務関係 
  ① 発注者支援業務の受注者における情報管理の徹底 

発注者支援業務については、共通仕様書に基づき情報管理を徹底していた。 
 

５ 個人情報の保護等 
① 事務所における個人情報の取扱状況 

個人情報の取扱い等に関する職員への周知や、個人情報を含む資料の管理は、適

切に実施されていた。 
 

② 携帯電話・スマートフォン等の管理状況及び紛失対策 
官貸与の携帯電話等の管理は、適切に実施されていた。 

 

６ その他（金券、タクシー、ＩＣカード、公用車利用 外） 
① 金券、タクシーチケット、ＩＣカード等の利用・保管状況 
ア）郵便切手等取扱要領について（適正） 

郵便切手等取扱要領（令和２年１月６日付け国近整総第１６７号、国近整会第 

２１８号、国近整契第３３７号。以下「取扱要領」という。）に規定する郵便切

手の物品管理簿補助簿の記載方法については、使用目的の記載事項として、取扱

要領本文中には特段の規定はないものの、記載例として「地権者からの返信用」
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「○○（株）への書類送付用」との例示がされている。 
令和２年度の監査では、多くの事務所において、使用目的には「返信用」「不

足分」といった記載しかされていなかったが、今回、各事務所の記載状況を確認

したところ、監査を実施した全事務所において使用目的が物品管理簿補助簿に記

載されていた。 
また、収入印紙の管理にあたっても、「取扱要領」にて物品管理簿補助簿の作

成が規定されているところ、令和２年度の監査では、１事務所において作成され

ていなかったが、今回、監査を実施した全事務所において、物品管理簿補助簿が

作成されていた。 
 

イ）近畿地方整備局ＩＣカード乗車券使用基準について 
「近畿地方整備局ＩＣカード乗車券使用基準について」（令和２年１月７日付

け事務連絡。以下「使用基準」という。）第５の規定により、ＩＣカード乗車券

の使用にあたっては、取扱主任者は、ＩＣカード乗車券毎にＩＣカード乗車券使

用簿を備え、保管することとされており、取扱主任者は使用者からＩＣカード乗

車券使用の申込があったときは、申込事項を確認し、貸与し、使用者から返却が

あったときは、すみやかにＩＣカードリーダー等 による利用履歴と使用申請内

容を使用者とともに突合し、使用簿に必要事項（使用金額、残額、使用者名、用

務先、経路等）を記入し、使用者の確認印を受けることとなっている。  
今回、各事務所において確認したところ、ＩＣカード乗車券使用簿による管理

は、適切に実施されていた。 
 

ウ）ＥＴＣ別納カードの適正管理について 
「ＥＴＣ別納カードの適正管理について」（平成２１年６月１日付け国近整総

第６８号）３①において、緊急時等を含め事前に運転職員（車両管理員を含む。）

に貸し付け管理させている事務所においては、業務終了後は運転職員に貸与して

いるロッカー等にＥＴＣ別納カードを保管のうえ、施錠し、鍵は個人をもって管

理するなど、適正な保管管理を常時指導徹底することとされている。 
今回、各事務所における車両管理員に貸与しているＥＴＣ別納カードの管理状

況を確認したところ、１事務所において、車内に置かれたままの状況にあること

が確認された。  
 

緊急時等を含め事前に車両管理員にＥＴＣ別納カードを貸し付け管理させ 

ている場合は、業務終了後は車両管理員に貸与しているロッカー等にＥＴＣ別

納カードを保管のうえ施錠し、鍵は個人が責任をもって管理するなどの適正な

保管管理を常時徹底するよう、車両管理責任者に指示すること。 

【改善を要する事項】 

 
② 公用車の利用の適正化 

車両管理業務委託対象車（以下、委託車両という。）を使用する場合、「公用車利用
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の手引き」により、使用者は公用車使用申込書の内容に変更が生じたときは、直接車

両管理員（運転手）に指示してはならないと規定されている。ただし、緊急やむを得

ない事態等により、運行計画書と異なる運行の必要が生じた場合は、使用者から管

理者（事務所においては総務課長）又は担当職員（事務所においては総務係長）に速

やかに連絡するものとし、管理者又は担当職員から車両運行責任者に電話等により

運行計画 （事故発生時の措置） の変更を指示し、後日、運行計画を変更することと

なっている。また、委託車両には、業務指示系統図を設置することにより、使用者が

運転手に直接指示しないこととしているが、今回、全事務所の委託車両において、業

務指示系統図が後部座席に適切に設置されていた。 
 

③ その他（連絡会等の会計事務の適正な処理等について） 
「連絡会等の会計事務の適正な処理等について」（平成２１年６月１日付け国近整 

適業第１号）に関して、事務所が事務局となる各種委員会等の会計事務所処理方法

について確認したところ、適正に処理がなされていた。 
また、親睦会費については、金融機関届出印と預貯金通帳を別の管理者がそれぞ

れ別の堅固な容器に保管することが定められているが、各事務所で確認したところ、

２事務所において、金融機関届出印と預貯金通帳は別々に保管されているものの、

同一の者が管理しており、なおかつ、金融機関届出印を机の抽斗に鍵を掛けずに保

管していた。 
 

事務所の親睦会費については、郵便局、銀行等の金融機関へ預託し、金融機関届

出印と預貯金通帳は、それぞれ別の管理者が、それぞれ別の堅固な容器に保管する

こと等により、不正に使用されることのないよう適正な措置を図ること。 

【改善を要する事項】 

 
④ 特定個人情報関係 

職員等に関する特定個人情報等取扱要領（平成２８年１月２９日付け国近整人第

６２１号、国近整総第１５９号、国近整厚第２６４号）第３条において、「保護担当

者（局の課（室）長及び事務所長）は、特定個人情報等取扱者指定簿により特定個人

情報等取扱者をあらかじめ指定することとする。」と規定されているところであり、

特定個人情報等取扱者の異動があるごとに、指定、離任が行われるところである。 
今年度４月期の異動に伴う、指定、離任の措置について、全ての事務所で適切に実

施されていた。 
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Ⅴ 推奨事例 
 

●業務プロセスの改善に向けた取組 
 
【推奨事例①】遠隔臨場の積極的な活用（福井河川国道事務所） 
アクションプログラム２０２２において、中部縦貫の遠隔臨場の積極的な活用として遠

隔岩判定を導入している。この取組により、１時間３０分～２時間の移動時間を削減して

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

【推奨事例②】業務の効率化・合理化に係る業務遂行上の点検について（大阪国道事務所） 
業務の効率化・合理化について、職員個人が日頃から無駄だと思っていること、業務の

中に意味がないものはないかを事務所独自で職員に募り、業務を減らすことは、より良い

業務遂行のために大事なことであるという観点にたって、どんな小さなことでも良いので、

取り組めることを職員に提案してもらい、業務プロセスの改善に取り組んだ。 
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●人材育成や技術力向上の取組 
 
【推奨事例③】事務所長、副所長クラスによる事務所内勉強会の開催（大阪国道事務所） 
日々の業務遂行に忙殺されるため、身につき難い若手の技術力向上について、知識、経

験を深掘りし、事務所全体でフォローするため事務所長、副所長クラスによる月１回の事

務所内勉強会、各分野の民間企業協力による勉強会、大規模事業事務所へ現場視察など年

度初めに計画を示して取り組んでいる。若手職員にとっても貴重な経験と知識の習得につ

ながるものであり、年度初めに計画を示すことによって参加しやすい環境を整えている。 
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【推奨事例④】「木津川上流河川事務所若手勉強会」の企画・運営（木津川上流河川事務

所） 
令和３年度より、若手職員を対象に仕事における基礎的な知識を身につけることを目的

に係員が主体となって「木津川上流河川事務所若手勉強会」を企画・運営している。若手

職員の職務に対する自発的な貢献意識を醸成させることにつながり、技術力の向上、知識

の蓄積を行える取組である。 
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【推奨事例⑤】「福井ブロック若手育成プログラム」の実施（福井河川国道事務所、九頭竜

川ダム統合管理事務所） 
福井県内３事務所の若手職員を対象に「福井ブロック若手育成プログラム」を令和３年

度より実施しており、３事務所の様々なインフラ整備、管理の現場等を若手職員が体験す

る機会を設けている。より多くの多様な現場を見ることで、技術力の向上、知識の蓄積を

行えることができる。 
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【推奨事例⑥】土木の日イベントプロジェクト（豊岡河川国道事務所） 
土木の日に開催予定の「あたらしいどぼくのせかい」のイベントについて、土木を一般

の方々にも身近に感じて貰えるように、若手職員が中心となり企画運営を行っている。若

手職員の職務に対する自発的な貢献意識を醸成させることにつながり、技術力の向上、知

識の蓄積を行える取組である。 
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【推奨事例⑦】地元中学生の工事現場への招待による将来の次世代育成、及び若手職員の

職務に対する自発的な貢献意識の醸成（和歌山河川国道事務所） 
地元中学生に有田海南道路の現場で橋梁の床版に絵を書いてもらい、トンネルの工事現

場でトンネルの施工技術を説明することで事業の理解を深めていただき、将来の次世代の

育成につながる取組を実施している。 
これらの現場説明を若手職員が積極的に説明することにより、職務に対する自発的な貢

献意識を醸成させることになり、また、マスコミに取り上げてもらうことで、若手職員の

やりがいにつながる取組である。 
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【推奨事例⑧】「ふれあい土木展」開催によるインフラＤＸ技術体験等を通じた土木の魅

力紹介（近畿技術事務所） 
インフラＤＸ技術で未来体験、地震車で災害体験など、様々な体験ができる『ふれあい

土木展２０２１』を開催し、幼児５１８名を含む１８００名を超える来場者があった。土

木の魅力を感じてもらい、最新の建設技術を紹介することで、土木に対する理解を深め、

社会資本の整備・管理に携わる人材の確保に効果的な取組である。 
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【推奨事例⑨】「現場視察の機会を通じた所内発表会」の実施によるモチベーションの向

上（神戸港湾空港技術調査事務所） 
「現場視察の機会を通じた所内発表会」を実施しており、発表内容について事務所幹部

から所見を返すことでモチベーション向上に繋げるなど、現場から得られる知識や経験を

生かした人材育成に関して効果的な取組を実施している。 
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【推奨事例⑩】「若手技術者意見交換会」等実施による建設業界全体の技術力向上の取組

（和歌山港湾事務所） 
整備局の若手職員を中心に、建設業界との「若手技術者意見交換会」や「道路分野との

事務所間交流による現場見学会」を実施しており、官民双方の視点から意見交換や将来の

人材を育成する観点で、建設業界全体の技術力向上に資する取組を実施している。 
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●コンプライアンス意識の徹底に関する取組 
 
【推奨事例⑪】事務所独自のコンプライアンステーマによる所内講習会の実施（大阪国道

事務所） 
事務所独自で「ハラスメント防止」、「服務・倫理」、「不当要求等行為対応」、「行政文書

管理」、「心の健康」など毎月のコンプライアンステーマを定め、事務副所長が講師として

所内講習会を実施している。事務所独自で実施することにより、職員に直接伝えることが

でき、コンプライアンス意識の向上に資するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎月テーマを決めて

①月初めに参考資料の配布

②月半ばに講習会を実施

③月末に職員の理解度チェック
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【推奨事例⑫】若手職員によるコンプラ情報のプレゼンテーションの実施（国営飛鳥歴史

公園事務所） 
毎月の職員全員が出席する全体会議で、事前に決めた担当者が本局から送付されたコン

プラ情報の事例を紹介し、意見交換をしている。若手職員が自ら説明することによって、

コンプライアンス意識やプレゼンテーションの向上につながると思われる。 
 
 

●風通しの良い職場環境づくりのための取組 
 
【推奨事例⑬】職員の顔写真入り広報誌の作成（浪速国道事務所） 
職員の顔写真入りの広報誌を作成し、所内で共有していた。新型コロナウイルス感染対

策における出勤回避により、職員同士が顔を合わせる機会が減ったため、会話のきっかけ、

人柄を知るため事務所長の提案で令和３年度より年２回発行している。 
職員同士が相互の理解を深め、協力して職務を遂行できる、コミュニケーションの良く

取れた風通しのよい職場づくりに資する取組である。 
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【推奨事例⑭】清掃強化月間の設定、及び事務所座席表に新規採用職員を若葉マークで明

示（姫路河川国道事務所） 
 １１月を清掃強化月間とし、事務所全体で不要品の廃棄、身の回りの整理整頓に集中的

に取り組むことで、打合せスペースやコミュニケーションの活性化エリアを確保し、執務

環境の整備・改善に取り組んだ。 
 また、座席表に若葉マークを付けて新規採用職員を明確にする等事務所全体でフォロー

する取組をしている。職員同士が相互の理解を深め、協力して職務を遂行できる、コミュ

ニケーションの良く取れた風通しのよい職場づくりに資する取組である。 
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【推奨事例⑮】コミュニケーションのとれた風通しの良い職場環境づくり（神戸港湾事務

所） 
事務所内に「全職員の自己紹介をメールで送信」しており、特に新規採用者や４月の人

事異動者と職員同士が相互の理解を深め、風通しの良い職場環境づくりに資する取組を実

施している。 
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●行政文書の管理状況 
 
【推奨事例⑯】紙媒体の行政文書の電子媒体化の推進（淀川河川事務所） 
毛馬出張所においては、行政文書の電子化を積極的に取り組んでおり、紙媒体で取得し

た行政文書を電子媒体に変換することにより、電子的管理を進めている。この取組は、行

政文書の紛失防止や、紙文書の管理・廃棄にかかるコストの削減が図れるものである。 
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●建設機械・建設設備及び新技術の活用 
 
【推奨事例⑰】河川ポンプ設備新設における事業進捗円滑化の取組（紀南河川国道事務所） 
河川ポンプ新設事業は事例が少なく大規模であり担当機械職員は同様事業の経験がな

いため、事業進捗にかかる対応について適切な判断が難しい部分がある。排水機場新設事

業のある事務所において、当該事務所の担当者、別事務所の併任者、本局により毎週ＷＥ

Ｂ会議による、進捗状況共有、課題共有、対応策の相談等を実施し、事業の円滑な進捗に

役立てている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＷＥＢ会議の様子 

ポンプ設備（吐出管）の据付確認（ＷＥＢ会議の内容を反映） 
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【推奨事例⑱】若手機械職員の技術力向上を目的とした工場見学の開催（九頭竜川ダム統

合管理事務所） 
ダム管理事務所において若手職員の技術力向上を目的とし、特殊な構造のダムゲートシ

リンダの分解組立の工場見学を実施した。通常の維持管理時では見ることが出来ない内部

を直接目視・確認することにより、ダムゲート構造をより深く理解するとともに貴重な経

験をすることで、技術力の向上、知識の蓄積ができ、今後の業務に役立てている。 
また臨場での見学会とともにＷｅｂでも配信しておりＷｅｂでも参加者から質問を受

け付けて回答するなど工夫されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

油圧シリンダー更新工事の概要。構造、 

圧着・離脱方法の説明 
組立前にしか見ることができない構造を確認 

ＷＥＢ参加者からの質問に対し、 

タブレットからの映像で説明 


